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◇本補助金を受けるには、工事請負業者だけでなく、

見積合せの相手方となる全ての業者が市内事業者である

こと、また、建設業許可を受けた業者であることが要件

です。（設計業者の場合は市内事業者であること）

◇市内事業者とは、原則、市内に本社がある事業者になり

ます。



会館整備費補助の各種手続と記入例 

 

 

 

 

 

この冊子は、自治会・町内会館整備費補助制度において、区役所へ事前の申し出を行い、 

補助予定団体決定の連絡を受けた自治会町内会が、補助申請から整備工事の着手～整備完了を 

経て補助金を受領されるまでの間に、補助を受ける上で必要となる各種手続について、書類の記

入例や提出資料などを御案内するものです。 

 

補助にかかる各種手続やその提出資料については、補助金が市民の皆様からの税金によるもの

であることから、その公益性・公平性等を確認するため、多岐・細部にわたり御留意いただく事

項があります。また、提出資料の内容やその提出時期についても、整備工事スケジュールや交付

される補助金額に影響を生じることがあります。 

 

横浜市としても、各種手続の窓口となります区役所地域振興課を通じて、その御案内・御説明

に努めていますが、自治会町内会におかれましても、御計画いただいた会館の建設・整備をスムー

ズに行っていただくために、本冊子を参考にしていただきながら、区役所地域振興課と密に連絡

をお取りいただき、御協力いただきますようお願いします。 

 

 

★ 本冊子は、区役所へ事前の申し出を行い、補助予定団体の決定連絡を受けている自治会 

町内会向けの内容となっています。 

補助制度の全容をお知りになりたい場合は、別冊の「会館建設・整備をスムーズに進める 

  ために（自治会・町内会館整備費補助の手引き【補助制度説明編】）」をご覧下さい。 

また、これから会館の整備を検討・計画される場合には、事前に、区役所地域振興課に 

御相談いただきますようお願いします。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

区役所地域振興課 ※裏表紙の「区役所地域振興課 連絡先一覧」を御覧ください。 

補助制度の概要については、横浜市市民局ホームページでもご案内しています。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/tishin/jitikai/kaikan/ 
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Ⅰ 補助申請（補助申請手続から補助決定まで）

◎補助申請時 提出書類チェック表 ＜新築・増築・改修＞
チェック 提出書類 備考

□ ①補助申請書（第１号様式） ・記入例あり（５ページ）

□ ②町内会等の会則及び役員名簿

□ 
③会館の整備についての意思決定を証する書面

（総会議事録等）
・参考例あり（13 ページ）

④工事設計書 ※以下の各図面が必要です。
・★印の図面は、通常、建築確

認申請の際には必要ないもの

ですが、補助申請時には必要と

なりますので、設計・工事請負

業者へ作成を依頼してくださ

い。 

（各階平面図に電気設備も併

せて記載されているなど、１つ

の図面で複数の図面内容の確

認ができる場合は、改めて別々

に作成いただく必要はありま

せん） 

※新築時の特殊基礎工事や耐

震改修工事など、整備内容に

よっては、他の図面や資料の提

出を求める場合があります。

□ ・案内図（付近見取り図）

□ ・配置図

□ ・（各階）平面図

□ ・立面図

□ ・断面図・矩計図

□ ★仕上表

□ ★仕様書（特記仕様書）

□ ★電気設備配置図

□ ★電気設備各階平面図

□ ★電気設備器具姿図・リスト

□ ★衛生設備配置図

□ ★衛生設備各階平面図

□ ★衛生設備器具表

□ ★建具表

□ ★外構図

業者数  社 

契約予定金額 

約   万円 

⑤要綱に定める業者数以上の市内事業者が発行

した見積書及び見積内訳書

・見積書発行事業者は、工事請

負予定業者だけでなく、全て市

内事業者且つ建設業の許可を

受けた業者であることが必要

です。 

・見積内訳の各単価・数量・小

計及び合計金額に誤りがない

かどうか確認をお願いします。

業者数 社 

⑥市内事業者であることを証する書類

（横浜市有資格者名簿の掲載部分の写し、商業登

記事項証明書の写しなど）
※工事契約後、建設業許可証の写しの提出が必要で

す。この時点で今一度ご確認ください。

□ ⑦自治会・町内会館利用計画書（第１号様式の２） ・記入例あり（７ページ）

□ ⑧会館利用規約 ・参考例あり（15 ページ）

□ ⑨工事場所（建物）位置図（第１号様式の３） ・記入例あり（９ページ）

□ ⑩資金計画書（第１号様式の４） ・記入例あり（11 ページ）

□ ⑪土地図面（公図）

□ ⑫土地使用承諾書
・併せて土地の登記事項証明書

の写しの提示もお願いします。

□ ⑬建築確認通知書（確認済証）の写し ・参考例あり（17 ページ）

□ 
⑭建築確認申請書類一式の写し

（第一面から第五面まで）

※建築確認申請時に添付され

た各種許可・証明書類について

提出を求める場合があります。

□ ⑮写真数葉（現状が確認できるもの）
・整備予定地や整備予定箇所の

写真の提出をお願いします。

□ ⑯会館建設会計（特別会計）口座の通帳の写し

□ ⑰その他区長から提出を求められた書類
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◎補助申請時 提出書類チェック表 ＜修繕＞
チェック 提出書類 備考

□ ①補助申請書（第１号様式） ・記入例あり（５ページ）

□ ②町内会等の会則及び役員名簿

□ 
③会館の整備についての意思決定を証する書面

（総会議事録等）
・参考例あり（13 ページ）

④工事設計書 ※以下の各図面が必要です。 ・修繕工事の内容やその施工範

囲がわかる資料を提出してく

ださい。

（主に各階平面図で建物内部

の工事、立面図で建物外部の工

事内容や施工範囲について図

示してください）

※整備内容によっては、他の図

面や資料の提出を求める場合

があります。

□ ・案内図（付近見取り図）

□ ・配置図

□ 
・（各階）平面図

（内装工事の内容や範囲を図時）

□ 
・立面図

（屋根・外壁部分の工事内容や範囲を図示） 

□ 

・その他工事内容の詳細がわかるもの

（電気設備器具姿図・リスト、衛生設備器具

表、外構図など）

業者数  社 

契約予定金額 

約   万円 

⑤要綱に定める業者数以上の市内事業者が発行

した見積書及び見積内訳書

・見積書発行事業者は、工事請

負予定業者だけでなく、全て市

内事業者且つ建設業の許可を

受けた業者であることが必要

です。 

・見積内訳の各単価・数量・小

計及び合計金額に誤りがない

かどうか確認をお願いします。

業者数 社 

⑥市内事業者であることを証する書類

（横浜市有資格者名簿の掲載部分の写し、商業登

記事項証明書の写しなど）
※工事契約後、建設業許可証の写しの提出が必要で

す。この時点で今一度ご確認ください。

□ ⑦自治会・町内会館利用計画書（第１号様式の２） ・記入例あり（７ページ）

□ ⑧会館利用規約 ・参考例あり（15 ページ）

□ ⑨工事場所（建物）位置図（第１号様式の３） ・記入例あり（９ページ）

□ ⑩資金計画書（第１号様式の４） ・記入例あり（11 ページ）

□ ⑪写真数葉（現状が確認できるもの）
・整備予定箇所の写真の提出を

お願いします。

□ ⑫会館建設会計（特別会計）口座の通帳の写し

□ ⑬その他区長から提出を求められた書類
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《補助申請手続の際に、特に御留意いただきたい事項》

（１） 補助申請時期 及び 補助申請されてから補助決定がなされるまでの期間について

会館整備費補助制度では、計画されている整備工事の内容により、補助対象となるも

のとならないものがあるため、自治会町内会の資金計画に影響が生じることを考慮して、

横浜市の補助決定を受けるまで、工事請負契約の締結・工事の着手をお待ちいただくこ

とを求めています。また、申請された工事内容について審査を行うため、補助申請いた

だいてから補助決定を行うまで、通常、１か月～１か月半程度の期間を要します。 

このため、補助申請は、工事請負契約及び工事着手予定の少なくとも１か月以上前に

行ってください。また、補助申請の際は、全ての提出書類が揃っていないと受理できま

せんので、建築確認申請が必要な整備の場合は、特に御留意ください。 

（２） 補助申請時の提出書類について

１ 会館の整備についての意思決定を証する書面について（チェックリスト③） 

提出いただく総会議事録等については、会館補助要綱第８条第３項第２号で定める、

「会館整備の可否」「会館の所在地、規模及び構造」「利用計画・利用規約」「整備費

及び資金計画」について、総会等で議決されたことを明記いただく必要があります。 

また、確認のため、以下の資料がある場合には、併せてご提出をお願いします。 

【併せてご提出いただく資料】 

・会館建設計画についての会員への広報紙（アンケート集計）

・役員会、建設委員会等の会議資料（議事録を含む）

・会員に示した建設資金計画書（資金調達や借入金返済計画など）の資料

・工事請負業者の選定の経過が分かる書類

（選定方法、見積書徴収等を行った全業者、選定業者及び選定理由など）

・会館建設にかかる自治会町内会としての機関決定の経過が分かる書類

・総会の総会開催通知、議案及び添付資料、総会当日配付資料

・総会開催後の会員への周知資料（広報紙等）

２ 工事設計書 及び 工事請負業者の見積書・見積内訳書について（チェックリスト④・⑤） 

工事請負業者の見積内訳書については、できる限り、工事の詳細項目ごとに単価や数

量を積算いただくよう依頼するとともに、工事設計書の各図面の記載内容と相違がない

かどうか、確認を求めてください。 

（「○○工事 一式 △△万円」といった見積内訳や図面との相違がある場合は、見積 

内訳の詳細資料の提出や図面等の修正を求める場合があります。） 

特に、補助申請時の見積書及び見積内訳に含まれていない費用（別途請求扱いや金額

の記載がない費用）については、補助の対象となりませんので、御留意ください。 

なお、工事請負業者選定後、補助申請時までに工事設計書及び見積内容に変更が生じ

ている場合は、業者選定時の公平性を確認するため、工事請負業者選定時の工事設計書

及び見積書・見積内訳書を併せて提出してください。 

注：工事請負業者選定後の工事内容の変更が大規模な場合（例：見積金額が大幅に 

増減した場合など）は、あらためて自治会町内会内の意思決定を確認いただき、 

再度、業者選定を行うようにしてください。 
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３ 工事請負業者選定時の入札参加又は見積徴収業者について（チェックリスト⑥） 

会館整備費補助制度では、補助対象となる工事等の請負業者はもちろん、その選定時

の入札参加又は見積徴収業者についても、業者選定の公平性のため、「全ての事業者が

市内事業者且つ建設業許可を受けていること」が必要です。 

このため、入札参加又は見積徴収を依頼する際には、「市内事業者且つ建設業許可を

受けていること」を必ず確認してください。 

また、補助申請される整備費に設計費を含む予定で、（一社）神奈川県建築士事務所

協会による設計者選定コンペ「住・緑・家（すみか）」を利用される場合には、コンペ

のお申込みの際に「横浜市内の設計業者に限って募集を行い、そのプレゼンテーション

を受ける」旨を必ずお伝えください。（当該コンペ利用の場合、選定された業者が市内

事業者であっても、応募及びプレゼンテーションを行った事業者に市外事業者が含まれ

ている場合は、会館補助要綱第８条第５項に抵触することとなります） 

４ 会館建設会計（特別会計）口座の通帳の写しについて（チェックリスト⑯（修繕は⑫）） 

通帳の写しを提出いただく口座及びその通帳については、補助申請時の整備資金の確

保状況の確認のほか、補助申請から整備工事着手・完了、補助金の受領、工事収支等報

告までの、工事代金等の支払いや補助金の受領及びその他資金の出入りについて確認さ

せていただくこととなります。このため、当該口座については、こうした資金の出入り

を実際に記帳していただきますようお願いします。 

（補助金受領後の工事等収支決算報告をしていただく際に、当該口座通帳の記帳の写しの 

提出を求めています。） 

なお、補助申請時に積立金等の整備資金を定期預金口座で運用されている場合は、 

定期預金口座では工事代金等の振込や補助金の受取ができませんので、別の普通口座等

をご用意いただき、その通帳の写しと定期預金口座の通帳の写しを併せて御提出いただ

きますようお願いします。 
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Ⅱ 補助決定後から工事期間中の手続

（整備着手届出・補助変更申請手続）

◎整備着手届出時 提出書類チェック表 ＜全整備種別共通 ※購入は不要＞
チェック 提出書類 備考

□ ①整備着手届（第４号様式） ・記入例あり（21 ページ）

□ ②工事請負契約書の写し

・工事請負契約日は、補助決定

通知日以降の日付となってい

ることを確認します。

・工事請負契約書記載の契約金

額と補助申請時に申請いただ

いた整備費（提出いただいた見

積書の合計金額）が一致してい

ることを確認します。

※設計契約と工事請負契約を

別々に行われる場合など、契約

書が複数ある場合は、全ての契

約書の写しの提出をお願いし

ます。

□ ③建設業許可証の写し

◎補助変更申請時 提出書類チェック表 ＜全整備種別共通＞

【重要】補助決定後に、「工事内容の変更」「工事請負契約金額の変更」が生じる場合は、

必ず、「変更契約締結及び変更工事着手前」に区役所地域振興課へ御相談下さい。

チェック 提出書類 備考

□ ①補助変更申請書（第５号様式） ・記入例あり（23 ページ）

□ 
②変更工事設計書

（変更工事内容の詳細がわかる図面・資料）

・建築確認申請を行っている工

事の場合は、建築基準法に基づ

く手続が必要な場合がありま

すので、特に御留意ください。

また、その場合は、併せて、

当該手続を行ったことを証す

る書類の提出をお願いします。

□ 
③工事請負業者が発行した変更見積書及び変更

見積内訳書

・見積内訳の各単価・数量・小

計及び合計金額に誤りがない

かどうか確認をお願いします。

□ 
④資金計画変更書

（資金計画書（第１号様式の４）の再提出）

・変更後の整備費に対する資金

計画について、補助申請時に提

出いただいた資金計画書（第１

号様式の４）を修正したものを

御提出願います。

□ 

⑤その他区長から提出を求められた書類

（変更工事に関する役員会等の会議資料、

議事録や会員への周知資料など）
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《補助決定後から工事期間中の手続の際に、 
特に御留意いただきたい事項》 

（１） 整備着手届出について

整備着手届出は、補助決定後、工事請負契約を締結し工事に着手しましたら、速やか

に区役所地域振興課へ御提出いただきますようお願いします。また、工事請負契約内容

の確認や工事スケジュールの把握のため、工事請負契約書及び工事請負業者の建設業許

可証の写しも併せて御提出いただきますようお願いします。 

（２） 補助決定後に工事内容の変更など補助申請内容に変更が生じる場合について

【重要】補助決定後に、「工事内容の変更」「工事請負契約金額の変更」が生じる場合は、

必ず、「変更契約締結及び変更工事着手前」に区役所地域振興課へ御相談下さい。

補助決定後の工事内容の変更や追加、及び工事請負契約金額の変更が生じる場合は、

当該変更工事請負契約の締結及び変更工事着手前に、あらためて補助変更申請を行い、

補助変更決定通知を受ける必要があります。 

この補助変更申請手続は、補助申請手続とほぼ同様の手続や審査を受けることとなる

ため、補助変更申請を行ってから補助変更決定通知を受け、変更工事請負契約及び変更

工事に着手されるまで、日数がかかることとなり、整備工事を一時中断いただかざるを

得ない場合もあります。 

また、事前の補助変更申請手続を行わずに変更・追加工事を行われた場合は、原則、

全て補助対象外となるため、変更内容によっては補助金が減額となる場合があります。 

なお、整備工事スケジュールへ過度に影響を及ぼすことを避けるため、軽微な変更内

容（コンセント位置などの軽微な配置変更や材料・仕様の変更など）であり、変更後の

補助金額の見込みが補助決定通知による補助予定額と変わりがないことが確認できる場

合は、整備完了報告時に補助申請時からの変更内容がわかる資料（変更箇所一覧表など）

を提出していただくことで、補助変更申請手続を不要とする取扱をしています。 

このため、補助決定後に「工事内容の変更や追加」「工事請負契約金額の変更」など

補助申請された内容に変更を生じることとなった場合は、必ず、事前に区役所地域振興

課へ御連絡いただき、補助変更申請手続の必要有無などについて御相談いただきますよ

うお願いします。 

◎ 整備工事期間中は、区役所地域振興課への定期的な御連絡をお願いします。

上記の工事内容の変更のほかにも、整備工事スケジュールの変更（工事完了予定日

の延期など）をはじめ、整備工事が完了するまでの期間中は、少なからず補助申請時 

にいただいている整備予定内容から変更を生じることが予想されます。 

このため、補助決定後、整備工事に着手されてから工事完了までの期間中は、大変 

お手数ですが、定期的に区役所地域振興課とその進捗状況等について、御連絡や御相談 

をいただきますよう、お願いします。また、工事期間中の書類（業者とやりとりした 

書類や着手金・中間金等の請求書や振込控えなど）は大切に保管して下さい。 
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Ⅲ 整備完了報告（完了検査から補助金額確定まで）

◎整備完了報告時 提出書類チェック表 ＜新築・増築・改修＞
チェック 提出書類 備考

□ ①整備完了報告書（第６号様式） ・記入例あり（29 ページ）

□ 

②請求書及び請求内訳書の写し

（請求書が着手金・中間金・工事完了時で

分割されている場合は、その全て）

・請求書は、最終の請求書だけ

でなく、補助申請された工事に

かかる全ての請求書を御提出

願います。

・請求内訳の各単価・数量・小

計及び合計金額に誤りがない

かどうか確認をお願いします。

③工事完成図書 ※以下の各図面が必要です。

・補助申請時に提出された各図

面について、その完成図面を御

提出願います。

※新築時の特殊基礎工事や耐

震改修工事など、整備内容に

よっては、当該工事の施工報告

書や記録などの資料の提出を

求める場合があります。

□ ・案内図（付近見取り図）

□ ・配置図

□ ・（各階）平面図

□ ・立面図

□ ・断面図・矩計図

□ ・仕上表

□ ・仕様書（特記仕様書）

□ ・電気設備配置図

□ ・電気設備各階平面図

□ ・電気設備器具姿図・リスト

□ ・衛生設備配置図

□ ・衛生設備各階平面図

□ ・衛生設備器具表

□ ・建具表

□ ・外構図

□ ④検査済証の写し

□ 

⑤写真数葉

（会館名入りの看板等を含む全景、及び工事施

工箇所（新築の場合は各部屋）の現状が確認

できるもの）

□ ⑥会館建設会計（特別会計）口座の通帳の写し

□ ⑦その他区長から提出を求められた書類
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◎整備完了報告時 提出書類チェック表 ＜修繕＞
チェック 提出書類 備考

□ ①整備完了報告書（第６号様式） ・記入例あり（29 ページ）

□ 

②請求書及び請求内訳書の写し

（請求書が着手金・中間金・工事完了時で

分割されている場合は、その全て）

・請求書は、最終の請求書だけ

でなく、補助申請された工事に

かかる全ての請求書を御提出

願います。

・請求内訳の各単価・数量・小

計及び合計金額に誤りがない

かどうか確認をお願いします。

③工事完成図書 ※以下の各図面が必要です。

・補助申請時に提出された各図

面について、その完成図面を御

提出願います。

※整備内容によっては、他の図

面や資料の提出を求める場合

があります。

□ ・案内図（付近見取り図）

□ ・配置図

□ 
・（各階）平面図

（内装工事の内容や範囲を図時）

□ 
・立面図

（屋根・外壁部分の工事内容や範囲を図示） 

□ 

・その他工事内容の詳細がわかるもの

（電気設備器具姿図・リスト、衛生設備器具

表、外構図など）

□ 

④写真数葉

（会館名入りの看板等を含む全景、及び工事施

工箇所の現状が確認できるもの）

□ ⑤会館建設会計（特別会計）口座の通帳の写し

□ ⑥その他区長から提出を求められた書類
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《整備完了報告手続の際に、特に御留意いただきたい事項》

（１） 横浜市の完了検査 及び 整備工事完了予定時期の御連絡について

１ 横浜市の完了検査について 

整備工事が完了しましたら、整備工事完了報告書を御提出いただいた後、速やかに 

横浜市の完了検査を受けていただきます。 

この完了検査は、建築基準法令や消防法令等に基づく完了検査ではなく、会館整備 

補助を行うための現場立会検査であり、主に御提出いただいた工事完成図書及び請求 

内訳書の記載内容と整備工事後の会館の現況が相違していないことを確認させていた 

だくものです。このため、大変申し訳ありませんが、検査作業に支障をきたす恐れが 

ありますので、完了検査を受けるまで、什器類や大きい荷物等の搬入・設置は控えてい

ただきますよう、お願いします。 

なお、完了検査を受けてから補助金のお支払までは、通常、１か月程度かかります。

また、検査の結果、工事完成図書や請求内訳の記載内容と会館の現況が相違している 

場合は、各資料の記載内容の修正・再提出を求めることとなり、その分、補助金のお支払 

が延期されますので、十分御留意下さい。 

２ 整備工事完了予定時期の御連絡 及び 整備完了報告書の提出時期について 

完了検査は、自治会町内会の代表者や御担当者、設計及び工事請負業者の担当者と 

横浜市の３者による現場立会により実施します。 

このため、事前に完了検査日時の日程調整を行う必要がありますので、工事完了予定

日（建築確認申請を行っている工事の場合は、検査済証の取得予定日）が決まり次第、

お早目に区役所地域振興課まで御連絡をお願いします。また、その際、自治会町内会と

設計及び工事請負業者の検査希望日時を複数提示いただきますようお願いします。 

※大変申し訳ありませんが、時間帯については「午前中」又は「午後」のいずれかで

お願いします。詳細の時間については、日程調整後、区役所地域振興課より御連絡

させていただきます。

なお、整備完了報告書とその添付資料は、完了検査希望日の２週間前までに区役所地

域振興課へ御提出いただきますようお願いします。また、全ての提出書類が揃っていな

いと完了検査を行えませんので、検査済証が必要な整備の場合は、特に御留意ください。 
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（２） 整備完了報告時の提出書類について

◎ 工事完成図書、請求書及び請求内訳書の写しについて（チェックリスト②・③）

工事完成図書の各図面と請求内訳書については、実際の現況と相違がないかどうか、

十分に確認を求めてください。 

（完了検査の際に、図面や請求内訳の記載内容と会館の現況が相違している場合は、

各資料の記載内容の修正・再提出を求めます。） 

また、補助申請時に提出いただいた工事設計図書及び見積内訳書と比較して変更箇所

がある場合は、変更内容一覧表などの資料作成や、変更内容についての説明を記載いた

だくよう、請負業者に依頼してください。 

なお、新築時の特殊基礎工事や耐震改修工事の場合は、完了検査当日は現地での確認が 

できませんので、当該工事の施工報告書類(工事記録写真など)の提出を併せて求めます。 

請求書については、工事完了時の最終の請求書だけでなく、工事請負契約に基づく 

全ての請求書について提出してください。（提出いただく全ての請求書の合計金額と 

工事請負契約金額は一致していることを確認します） 
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Ⅳ 補助金請求・収支決算報告

◎補助金請求時 提出書類チェック表 ＜全整備種別共通＞
チェック 提出書類 備考

□ ①補助金請求書（第８号様式） ・記入例あり（33 ページ）

□ ②補助金交付額決定通知書（第７号様式）の写し

・横浜市による補助金の完了検

査後に、区役所地域振興課から

送付される書類です。受領され

る補助金額が記載されていま

す。

◎工事等収支決算書届出時 提出書類チェック表 ＜全整備種別共通＞

【重要】収支決算書は、補助金が口座に入金されてから２週間以内に、区役所地域振興課へ

御提出下さい。

チェック 提出書類 備考

□ ①工事等収支決算書（第９号様式） ・記入例あり（35 ページ）

□ 

②工事費等の領収書の写し

（整備完了報告時に提出された全ての請求書に

対する領収書の写し）

・整備完了報告時に提出された

工事にかかる全ての請求書に

対する領収書を御提出願いま

す。

※契約書において「金融機関の

振込控えをもって領収書とす

る」とされているなど、工事請

負業者が領収書を発行しない

場合は、金融機関の振込控えを

保管していただき、区役所地域

振興課へ御相談ください。

□ 
③会館建設会計（特別会計）口座の通帳の写し

（通帳記帳部分の写しを含む） 

・工事代金の支払いや補助金の

受領、その他資金の出入りにつ

いて、工事等収支決算書（第９

号様式）記載内容と併せて確認

します。

□ ④会館の火災保険証書の写し

・加入手続きをされていて、保

険証書がお手元に届いていな

い場合は、加入申込書の写しを

御提出いただき、後日、保険証

書の写しを御提出願います。

◎ 工事等収支決算書の提出後も、区役所へ御提出いただく書類があります。

工事等収支決算書の提出により、補助金にかかる手続は一段落しますが、その後も、

以下のとおり、区役所へ御提出いただく書類などがありますので、御留意ください。 

・補助金受領後の直近の自治会町内会総会で議決された決算報告書及び関連書類

・（建物区分購入の場合のみ）建物区分所有の登記事項証明書の写し

・会館の利用状況報告 ※３年に１度、区役所地域振興課から依頼があります。
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《補助金請求・収支報告の際に、特に御留意いただきたい事項》

（１） 補助金請求について

完了検査及び検査に基づく図面等の再提出が完了しましたら、区役所地域振興課より

補助金交付額決定通知書（第７号様式）を発行しますので、受領されましたら、補助金 

請求書（第８号様式）に通知書の写しを添付して、御提出をお願いします。 

（２） 工事等収支決算書の提出について

１ 会館建設会計口座の通帳の写し 及び 全ての請求書に対する領収書の写しについて 

補助金請求書（第８号様式）を御提出いただいた後、指定された口座に補助金の振込

を行いますので、補助金の入金日から２週間以内に工事等収支決算書の御提出をお願い

します。 

工事等収支決算書の提出については、補助申請から整備工事着手・完了、補助金の受

領、工事収支等報告までの、工事代金等の支払いや補助金の受領及びその他資金の出入

りについて確認させていただくために、  
「会館建設会計（特別会計）口座の通帳の写し（通帳記帳部分を含む）」 

「整備完了報告時に提出された全ての請求書に対する領収書の写し」 

を併せて提出いただきます。 

通常、補助金を受領してから、工事代金の残金をお支払いいただくこととなりますの

で、補助金入金日を御確認いただき、入金後、速やかに業者へお支払いただくとともに、

その領収書の発行を受けてください。 

なお、原則として、領収書の写しは必ず提出いただくものですが、工事請負契約に 

おいて、「金融機関の振込控えをもって領収書とする」とされているなど、工事請負業

者が領収書を発行しない場合は、金融機関の振込控えなど、工事請負業者の請求書記載

内容に基づき当該請求金額を支払ったことを証する書類を大切に保管いただくとともに、

区役所地域振興課へ御相談ください。 

（契約約款等により「領収書を発行しない」ことが明らかであるなどの場合に限り、 

領収書の代替書類として取り扱います） 

２ 火災保険証書の写し（火災保険への加入）について 

会館補助要綱第22条第３項に基づき、補助を受けた会館は、火災保険への加入が義務

づけられています。また、火災保険へ加入していることを確認するため、工事等収支決

算書の提出時に、火災保険証書の写しを併せて提出いただきます。 

このため、新築整備の場合や、その他の整備において火災保険に加入されていない場

合は、工事完了後、速やかに火災保険への加入手続をお願いします。 

なお、工事等収支決算書の提出時に火災保険証書がお手元にない場合は、加入申込書

の写しを御提出いただき、後日、火災保険証書が届き次第、その写しを御提出下さい。 
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【参考例】 

議事録作成要領（例） 

平成○○年度△△自治会（町内会）総会議事録 

１ 日時  平成○○年△△月▽▽日午後◎時から午後●時まで 

２ 会場  ▲▲地区センター

３ 総会当日会員総数  ○○人

４ 総会出席者数    △△人 

内訳 本人出席者  △△人 

委任状提出者 ▽▽人 

（書面表決者  ●●人）

５ 議案  

(1) 自治会（町内会）会館の建設計画について

【主な記載事項】 

(ア)会館建設の可否

(イ)会館の規模及び構造

(ウ)利用計画・利用規約案

(エ)建設費並びに資金計画など

＊総会で行われたその他の議事についても記載するようにします。 

(2) 法人化について

＊融資を希望する場合は、法人化した自治会（町内会）であることが必要です。 

６ 議長の選出 会則第○条により△△を議長に選任した。 

７ 総会成立の審査  

  会則第◎条により、総会当日会員総数○○人のうち、出席△△人、委任状▽▽人 （書面 表

決▲▲）欠席▼▼人で出席者及び委任状提出者（書面表決者）の合計が◎◎◎人であり、総会

定足数を満たし、総会が成立した。 

８ 議事録署名人の選出  議長の△△及び会員の▽▽を議事録署名人に選出した。 

※ 総会出席者数や総会成立の審査、議長の選出方法については、規約や会則の定めにもとづき

その総会が成立していることを証する部分となります。規約や会則等に定めがない場合には、 

事前にその取扱について取り決めておくようにするとともに、その取り決め内容などについて 

も記載するようにします。 
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９ 議事の審議内容 

(1) 議案（提案）内容

議案内容を具体的に記載するようにします。

(2) 審議内容

質疑応答を具体的に記載するようにします。

☆ 会館建設の可否

☆ 会館の規模及び構造

☆ 会館の利用計画・利用規約案

☆ 建設費及び資金計画

☆ 会館建設会計（特別会計）の設定

☆ 会館建設工事請負業者の選定経過と選定理由（入札や見積合わせの結果）

などを記載します。 

 10 議決の状況  

※ 議決の状況については、規約や会則の定めにもとづき、その総会に諮られた議事に対する

議決が有効になされたことを証する部分となります。出席者及び賛成・反対の数には、規約や

会則の定めにもとづいて、委任状及び書面表決の数を計上します。規約や会則等に定めがない

場合には、事前にその取扱について取り決めておくようにするとともに、その取り決め内容 

などについても記載するようにします。 

  《議事録のチェックポイント》 

１ 規約や会則、事前の取り決めなどにのっとり民主的に行われていることを確認します。 

２ 会館建設について、建設の可否、会館の規模及び構造、利用計画、建設費並びに資金計画

が具体的に議案提出され、審議されていることが記載されていることを確認します。 

３ 作成年月日は、議事録の作成日（議長及び議事録署名人が署名、押印した日）となります。 

第○号議案の自治会（町内会）会館の建設計画については、会則第△条により、
出席者△△人のうち、賛成▽▽人、反対▼▼人で、可決された。 

重要

以上の議事録は総会議事内容に相違ないことを認めます。 

平成○○年△△月▽▽日 

総 会 議 長 ◎◎ ○○   印 

議事録署名人  ▽▽ △△   印
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【参考例】 

町 内 会 館 (集 会 施 設 )利 用 規 約 モ デ ル （ 例 ）

第 １ 章   総    則

  （ 目   的 ）

第 １ 条  こ の 規 約 は 、○ ○ 自 治 会 (町 内 会 )(以 下「 自 治 会 」と い う 。 )所 有 の 町 内 会

館 （ 横 浜 市 ○ ○ 区 ○ ○ 町 番 地 所 在 ） の 運 営 を 円 滑 に 行 う た め 設 け る も の で あ る 。 

  （ 会 館 の 呼 称 ）

第 ２ 条   本 会 館 は 、 ○ ○ 自 治 （ 町 内 ） 会 館 （ 以 下 「 会 館 」 と い う 。 ） と 称 す る 。

  （ 会 館 の 定 義 ）

第 ３ 条   会 館 は 、会 員 相 互 の 利 益 と 福 祉 の 増 進 を 図 る と と も に 、会 員 の 親 睦 を 高 め

る 場 と し て 、会 議 、会 合 、 サ ー ク ル 活 動 等 の 利 用 に 供 す る た め 、会 員 の 合 意 に 基

づ く 出 資 に よ り 設 置 し た 建 物 及 び そ の 他 の 付 帯 設 備 を い う 。  

 第 ２ 章    運     営

（ 運 営 委 員 会 ）

第 ４ 条  会 館 の 運 営 を 民 主 的 に 行 う た め 、 運 営 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ）

を 組 織 す る 。

（ 委 員 会 の 構 成 ）

第 ５ 条  委 員 会 の 構 成 は 、 各 専 門 部 代 表 及 び そ の 他 会 員 に よ り 構 成 す る 。

２ 委 員 会 の 定 員 は 、 ○ ○ 名 と す る 。

 （ 委 員 会 の 権 限 ）

第 ６ 条  委 員 会 は 、 会 館 運 営 の 監 督 権 及 び 決 定 権 を 持 つ 。

２  委 員 会 の 運 営 に か か る 詳 細 に つ い て は 、 別 に 定 め る 。

  第 ３ 章    会  館   使   用

 （ 利 用 申 請 ）

第 ７ 条   会 館 の 利 用 を 希 望 す る 者 は 、所 定 の 申 請 書 に よ り 利 用 す る 日 の ○ ○ 日 前 ま

で に 委 員 会 に 申 請 す る も の と す る 。

 （ 利 用 許 可 ）

第 ８ 条   会 館 の 利 用 は 、 自 治 会 活 動 に 支 障 の な い 限 り 、 許 可 す る も の と す る 。

た だ し 、 次 の 項 目 に 該 当 す る 場 合 は 、 委 員 会 は 許 可 を 与 え な い こ と が で き る 。

 (1)  騒 音 、 そ の 他 近 隣 に 迷 惑 を か け る 恐 れ の あ る と き 。

 (2)  自 治 会 の 承 認 を 得 な い 営 利 事 業 。 （ ＊ ）  

 (3)  そ の 他 管 理 上 支 障 の あ る 場 合 ｡ 

＊ 営 利 事 業 の 会 館 の 使 用 に つ い て は 、 補 助 要 綱 へ の 違 反 と 認 め ら れ る 場 合 は 、 

 既 に 交 付 さ れ た 補 助 金 の 返 還 を 求 め る 場 合 が あ り ま す の で ご 注 意 く だ さ い 。 

この規約は、町内会館を運営するための参考にしていただくために作成したモデル案です。
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（ 利 用 時 間 ）

第 ９ 条 会 館 の 利 用 時 間 は 原 則 と し て 次 の と お り と す る 。

  午 前 ○ ○ 時 か ら 午 後 ○ ○ 時 ま で と す る 。  

た だ し 、 委 員 会 で 認 め た 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。

第 ４ 章  そ  の  他 

 （ 経 費 負 担 ）  
第 10 条  会 館 を 利 用 す る 者 は 、 光 熱 費 、 水 道 料 そ の 他 の 経 費 を 負 担 す る 。

＊ （ 利 用 料 金 の 金 額 は 、 団 体 ご と に 別 に 定 め る 。）

２ 料 金 の 納 入 は 、 委 員 会 に 前 納 す る も の と す る 。

３ 自 治 会 活 動 に 伴 う 会 議 行 事 等 で 使 用 す る 場 合 は 、無 料 と し 、そ の 他 委 員 会 で 特

に 認 め た も の は 、 免 除 又 は 減 額 す る こ と が で き る 。

 （ 利 用 者 の 義 務 ）

第 11 条  会 館 を 利 用 す る と き は 、 次 の 事 項 を 守 る も の と す る 。

 (1)  利用 責 任 者 を 決 め る こ と 。

 (2)  利用 時 間 を 守 る こ と 。

 (3)  利用 に あ た っ て は 、 器 具 、 備 品 等 を 丁 寧 に 取 扱 い 、 室 内 を 汚 損 し な い こ と 。

 (4)  火 気 使 用 に は 特 に 注 意 し 、 後 始 末 を 完 全 に 行 な う こ と 。

 (5)  利用 終 了 後 は 、 片 付 け 及 び 清 掃 を す る こ と 。

 (6)  そ の 他 、 委 員 会 の 指 示 に 従 う こ と 。

（ そ の 他 ）

第 12 条  こ の 規 約 に 定 め ら れ て い な い 事 項 は 、 委 員 会 で 協 議 決 定 し 、 自 治 会 役 員

会 の 承 認 を 得 る も の と す る 。

２ こ の 規 約 の 改 廃 は 、 自 治 会 総 会 の 議 決 に よ り 定 め る 。

  附  則

こ の 規 約 は 、 平 成 ○ ○ 年 ○ 月 ○ ○ 日 か ら 施 行 す る 。

補助金を受けた会館について

◎ 横浜市自治会・町内会整備費補助要綱では、会の活動以外の団体への貸付など

を原則として禁止しています。会館の一部が常時占用されているような利用の

形態は、要綱に反するおそれがあります。

◎ 利用料金の徴収については、光熱水費などの実費や設備の維持管理に必要な

範囲内であれば問題はないと思われます。

詳しくは、区役所地域振興課・市民局地域活動推進課へ御相談ください。

参 考

16



【参考例】 

確 認 済 証 （ 記 載 内 容 例 ）

―――――――――――――――――――――――――― 

第五号様式（第二条、第二条の二、第三条関係） 

建築基準法第６条第１項の規定による 

確認済証 

第○○○○○○○号 

○○年○○月○○日

横浜市町内会会長 横浜 市民 様 

横浜市建築主事 ○○ ○○ 印

下記による確認申請書に記載の計画は、建築基準法第６条第１項（建築基準法第６条の３ 

第１項の規定により読み替えて適用される同法第６条第１項）の建築基準関係規定に適合し 

ていることを証明する。 

記 

１ 申請年月日 ○○年○○月○○日

２ 建築場所、設置場所又は築造場所 

神奈川県横浜市中区港町１丁目１番地 

３ 建築物、建築設備若しくは工作物又はその部分の概要 

（建築物） 

（１）建築物の名称 横浜市町内会館新築工事 

（２）主要用途 その他（町内会館） 

（３）工事種別

■新築 □増築 □改築 □移転 □用途変更 □大規模の修繕 □大規模の模様替

（４）延べ面積（建築物全体） a.申請部分の面積 100.00 ㎡ 

b.申請以外の部分の面積 0.00 ㎡ 

c.合計の面積 100.00 ㎡ 

（５）申請棟数 １棟 

（６）建築物の構造 木造 

（７）建築物の階数 地階を除く階数（地上階数） ２階 

地階の階数 ０階 

（８）天空率の適用 □有 ■無

□道路高さ制限不適用 □隣地高さ制限不適用 □北側高さ制限不適用

４ 構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の番号 

５ 構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付年月日 

６ 構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付者 

 他の建築主   ０名 

（注意）この証は、大切に保存しておいてください。 

 この参考例は、建築確認申請を行った際に交付される「（建築基準法第６条第１項の規定に

よる）確認済証」に記載されている内容のモデル例です。

 補助申請書等の作成時に、その記載事項を参照いただく際の参考としていただくためのもの

であり、実際の確認済証の様式ではありません。また、当該モデル例は横浜市建築局へ確認申

請を行った場合の確認済証を参考として作成していますので、御了承ください。
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 第１号様式（第８条第２項） 

補  助  申  請  書

平成○○年７月２０日 

（申請先） 

横浜市 中 区長 

団 体 名 横浜市町内会 

代表者氏名 会長 横浜 市民 

代表者住所 横浜市中区港町２－６ 

電話 ６７１－２３１７ 

 横浜市自治会・町内会館整備費補助要綱に基づき、関係書類を添えて、会館

整備に対する補助を申請します。 

１ 場所 

横浜市 中 区 港町１丁目１番地 

２ 整備内容 

□新築（□新規 □同敷地に建て替え □移転して建て替え）

□増築 □改修 □修繕 □購入

３ 整備費（購入費） 

     ￥ ２４，０００，０００．－ 

４ 整備日程等 

（１）着手予定年月日

平成○○年９月３０日

（２）完了（購入）予定年月日

平成△△年２月２８日

５ 補助申請にあたっての確認事項 

□町内会等が所有する会館であること

□横浜市自治会・町内会館整備費補助要綱に基づいて補助を受けた会館が他

にないこと

□建築基準法その他の法令に適合するものであること

以上、横浜市自治会・町内会館整備費補助要綱第４条に基づく要件を満た

していることに相違ありません。

署名（会長名） 横浜 市民 

✔ ✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

＜ 記 入 例 ＞ 
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作成の際に特にお気をつけいただきたい点 

① 【申請日】

区役所へ御提出いただく日付を御記入下さい。

確認済証を併せて提出いただく場合は、確認済証を

取得されてから、御記入・御提出下さい。 

② 【場所】

補助を受ける会館の所在地について、確認済証の「建

築場所」欄の記載内容を御記入下さい。 

※修繕など、確認済証の提出が不要の場合は、会館の

住所を御記入下さい。

③ 【整備内容】

申請される整備内容にチェックを入れて下さい。

新築の場合は、カッコ内についてもチェックを入れ

て下さい。 

 増築と改修、増築と修繕など、２種類以上の複合整備

を申請される場合は、それぞれチェックを入れて下さい。 

④ 【整備費（購入費）】

併せて提出いただく工事請負予定業者の見積書の金

額（税込）を御記入下さい。 

設計業者と工事請負予定業者が異なる場合など、提出 

いただく見積書が複数ある場合は、その合計金額（税込） 

を御記入下さい。 

⑤ 【補助申請にあたっての確認事項】

各項目について該当することを御確認いただき、全て

の項目にチェックを入れて下さい。 

また、署名欄に御署名をお願いします。（押印不要） 
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第１号様式の２（第８条第３項） 

自治会・町内会館利用計画書

団体名 横浜市町内会 施設名 横浜市町内会館

利 

用 

計 

画 

[定例的なもの] 

・町内会総会（年１回、例年５月開催）
・町内会役員会（毎月第３金曜日）
・子ども会、老人クラブ定例会（毎月１回）
・親子のふれあい広場、高齢者サロン（毎月○○日）
・各種愛好会、クラブ活動（毎月１～４回程度利用）

（囲碁クラブ、健康体操、書道クラブ、カラオケ）

[不定期なもの] 

・自治会イベント（夏祭り、敬老祝賀会、餅つき大会）
・防犯、交通安全パトロール、地域内定期清掃
・防災訓練、講習会
・利用規約に基づく住民等の利用

（ダンス練習、慶弔行事など）

利 

用 

団 

体 

団 体 名 代 表 者 氏 名 代 表 者 住 所 

○○老人クラブ ○○ ○○ 中区港町△－△ 

○○子ども会 ○○ ○○ 中区港町□－□ 

防災・減災のための利用や取組について 

・町内会の防災拠点として「いっとき避難場所」にしている。
・防災訓練、講習会の開催
・災害時備蓄品の保管

（水、簡易トイレ、レトルト食品、ヘルメットなど）

注意：会館の利用規約を添付して下さい。 

＜ 記 入 例 ＞ 
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作成の際に特にお気をつけいただきたい点 

① 【利用計画】

現在の状況や今後の予定について、具体的な利用内容

や利用回数（見込み）がわかるように御記入下さい。 

・定例的なもの

総会や役員会、「毎週」「毎月」など利用時期が概ね

決まっているもの

・不定期なもの

総会以外で年１～２回程度の利用のみのものや、

利用時期が決まっていないもの

② 【利用団体】

利用計画欄に御記入いただいた内容について、自治会

町内会以外の団体による利用がある場合は、その「団体 

名」「代表者氏名」「代表者住所」を御記入下さい。 

※自治会町内会以外の団体や営利企業（学習塾など）

による利用の有無や、その利用状況を確認します。 

③ 【防災・減災のための利用や取組】

防災・減災のための会館の活用状況や予定について、 

記入例を参考に御記入下さい。 

※利用計画欄に防災・減災のための利用や取組につい

て記載いただいている場合も、お手数ですが、この

欄に再度御記入下さい。
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第１号様式の３（第８条第３項） 

工 事 場 所 ( 建 物 ) 位 置 図

 団 体 名 横浜市町内会  施設名 横浜市町内会館 

 場 所 横浜市中区港町１丁目１番地 敷地面積 ２００.００ ㎡

 建物構造 木 造 平屋・２階建て 延べ １００.００ ㎡

案 内 図 （※案内図は手書きでも構いません。） 

（目標となるものを明示してください。) 

＜ 記 入 例 ＞ 
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作成の際に特にお気をつけいただきたい点 

 

① 【場所】 

補助申請書の「場所」欄と同じ内容を御記入下さい。 

 

 ② 【敷地面積】及び【建物構造】 

   以下の各資料の該当箇所を御確認いただき、資料に 

記載されている内容を御記入下さい。 
 

○確認済証を併せて提出いただく場合 

・敷地面積 

確認申請書の第三面「敷地面積」欄の面積 

     ・建物構造 

      確認済証の「延べ面積」欄の面積、 

「建築物の構造」欄の記載内容、 

「建築物の階数」欄の階数 

     
    

○確認済証の提出が不要の場合 

・敷地面積 

土地の登記事項証明書の写し又は土地使用承 

諾書に記載されている土地の面積 

・建物構造 

会館建築時に取得された建築確認通知書の 

「延べ面積」・「建築物の構造」欄の記載内容 

（通知書には敷地面積の記載もあります） 
 

   ※建築確認通知書がお手元にない場合には、 

建築局建築情報課（671-3829）で 

建築確認申請台帳記載証明書の交付を 

行っていますので、ご利用下さい。 

（発行手数料 300 円が必要です） 
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第１号様式の４（第８条第３項） 

  

資   金   計   画   書 

 

 

団 体 名 横浜市町内会 

 

建築費（A）   ２４,０００,０００円（工事見積書金額） 

項 目 金 額 説 明 

資 

 

金 

 

現 

 

在 

 

高 

積 立 金 7,500,000 円  積立開始時期 平成○○年○○月 

寄 附 金 200,000 円  平均 1,000 円の 200 世帯分 

分 担 金 500,000 円  分担金 1,000 円 ×500 世帯分 

そ の 他 0 円   

計（B） 8,200,000 円  

資 金 不 足 額 15,800,000 円  （A）－（B） 

 

資 

金 

不 

足 

額 

の 

調 

達 

計 

画 

積 立 金 1,000,000 円 

 期間 ６か月（終期 △△年１月） 

 積立金 2,000 円（世帯平均） 

×500 世帯分 

分 担 金 0 円  分担金                世帯分 

借 入 金 

5,000,000 円 
借入先及び種類 

○○銀行(横浜市との協定による融資) 

         円  借入先及び種類 

補 助 金 9,720,000 円  会館整備補助金(97,200 円×100 ㎡)  

そ の 他 80,000 円  町内会一般会計からの繰り入れ分 

 

★各項目の積算や合計金額などが合って 

いるかどうか、御確認をお願いします。 

＜ 記 入 例 ＞ 
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作成の際に特にお気をつけいただきたい点 

 

★ 各資金項目については、金額のほか、説明欄にその 

内訳や詳細の御記入をお願いします。 

 

① 【建築費】 

補助申請書の整備費（購入額）と同じ金額を御記入 

下さい。 

 

 ② 【資金現在高】 

   補助申請時点で実際に保有している会館整備のため 

の資金額を御記入下さい。 

なお、実際に保有している積立金等の全額ではなく、 

その一部を会館整備に充てる場合は、会館整備に充てる 

金額を御記入下さい。 
 

※併せて提出いただく会館建設会計口座通帳（写）の 

通帳記帳金額や総会資料などにおける資金計画と 

相違がないか確認します。 

 

③ 【資金不足額の調達計画】 

   補助申請後の資金調達予定額を御記入下さい。 
    

※各項目の合計金額が「資金不足額」と同じ金額と 

なっていることを確認します。 

 

○「借入金」欄について 
 

金融機関の融資予定がある場合は、金融機関名と 

融資予定内容（融資金額や担保設定の有無）に 

ついて御記入ください。 
      

○「補助金」欄について 
 

予定されている市の補助金額を御記入ください。 
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第４号様式（第 14 条） 

 

 

整 備 着 手 届 

 

平成○○年１０月 １日 

 

 

横浜市 中 区長 

 

 

                                   団 体 名  横浜市町内会 

                                   代表者氏名  会長 横浜 市民 

                                   代表者住所  横浜市中区港町２－６ 

                                         電話 ６７１－２３１７ 

 

 

横浜市自治会･町内会館整備費補助要綱に基づき、補助決定を受けた会館の整

備に着手したので、次のとおり届けます｡ 

 

 

 

 団 体 名  横浜市町内会 

 

 施 設 名  横浜市町内会館 

 所 在 地  横浜市 中 区 港町１丁目１番地 

 整 備 内 容 
 □新築（□新規 □同敷地に建て替え □移転して建て替え） 

□増築 □改修 □修繕 □購入 

 着 手 年 月 日  平成○○年９月３０日 

 完 了 予 定 年 月 日  平成△△年２月２８日 

 

✔ ✔ 

★工事請負契約書（写）や工事請負業者の 

 建設業許可証（写）も併せて提出をお願 

いします。 

＜ 記 入 例 ＞ 
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作成の際に特にお気をつけいただきたい点 

 

★ 整備着手届は、整備工事着工後、速やかに区役所へ 

御提出下さい。 
 

また、補助決定後、工事請負契約書（写）や工事請負 

業者の建設業許可証（写）を区役所へ提出されていない 

場合は、この整備着手届と併せて提出をお願いします。 
 

なお、購入の場合は、整備工事着手届は不要です。 

 

 

 ① 【着手年月日】及び【完了予定年月日】 

   整備工事着工日及び工事完了予定日を御記入下さい。 
   

※補助決定後に御提出いただく工事請負契約書（写） 

    に記載されている内容と相違がないか確認します。 
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第５号様式（第 14 条） 

補 助 変 更 申 請 書

平成○○年○○月○○日 

横浜市 中 区長 

団 体 名  横浜市町内会 
代表者氏名 会長 横浜 市民
代表者住所  横浜市中区港町２－６ 

電話 ６７１－２３１７ 

横浜市自治会･町内会館整備費補助要綱に基づき、補助決定を受けた会館の補

助申請内容に変更が生じたので、次のとおり申請します。 

 団 体 名 横浜市町内会 

 施 設 名 横浜市町内会館 

 所 在 地  横浜市 中 区 港町１丁目１番地 

整 備 内 容 
□新築（□新規 □同敷地に建て替え □移転して建て替え）

□増築 □改修 □修繕 □購入

変 更 年 月 日  平成○○年○○月○○日 変更工事着手予定 

変 更 内 容 

 (具体的に記入してください) 

・１階玄関スロープ設置工事追加(300,000 円)

・１階車椅子トイレ仕様変更

(7/20 補助申請時 150,000 円より 50,000 円増加) 

添 付 資 料 

・変更見積書、変更予定図面（１階平面図）、

・玄関スロープ及び車椅子トイレ仕様書

・変更内容について会員に回覧した資料、役員会議事録

✔ ✔ 

＜ 記 入 例 ＞ 
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作成の際に特にお気をつけいただきたい点 

 

★ 補助決定後、工事内容に変更を生じる場合は、変更に 

伴う工事契約の締結及び変更部分の工事着手前に、必ず 

区役所へ御連絡・御相談いただきますようお願いします。 
   

※原則として、補助決定後に生じた工事内容の変更に 

ついては、事前の補助変更申請に基づく補助変更決 

定を受けていない場合、全て補助対象外となります。 

（照明やコンセントの設置位置の変更など、軽微な 

変更に該当する場合は、補助変更申請の必要はあ 

りません） 
 
また、補助変更申請手続きについては、２週間から 

1 か月程度必要になります。 
 
このため、工事内容に変更を生じる場合は、補助変 

更申請手続きが必要かどうかの判断も含めて、必ず 

区役所へ事前の御連絡をお願いします。 

 

 ① 【変更年月日】 

   変更工事着手予定日を御記入下さい。 

 

 ② 【変更内容】 

   工事変更内容について、見積金額の変更も含めて御記 

入下さい。（変更工事の一覧表など、別添資料の提出に 

代えていただいても構いません） 

 

 ③ 【添付資料】 

   併せて提出いただく、変更工事見積書や変更設計図書 

  について、御記入をお願いします。 

   なお、補助変更申請時には、当該変更内容について、 

自治会町内会で会員への周知や意思決定を行ったこと 

を証する資料についても、提出が必要です。 
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第６号様式（第 17 条第２項） 

整 備 完 了 報 告 書

平成△△年３月１日 

横浜市 中 区長 

団 体 名  横浜市町内会 
代表者氏名 会長 横浜 市民
代表者住所  横浜市中区港町２－６ 

電話 ６７１－２３１７ 

横浜市自治会･町内会館整備費補助要綱に基づき、補助決定を受けた会館の

整備（購入）が完了しましたので、次のとおり報告します｡ 

団 体 名 横浜市町内会 

施 設 名 横浜市町内会館 

所 在 地 横浜市 中 区 港町１丁目１番地 

整 備 内 容 
□新築（□新規 □同敷地に建て替え □移転して建て替え）

□増築 □改修 □修繕 □購入

規 模 ・ 構 造 木 造   平屋・２階建 面積 １００.００ ㎡ 

完 了 年 月 日 平成△△年２月２８日 

売買契約年月日(購入の場合) 平成 年 月 日 

✔ ✔ 

＜ 記 入 例 ＞ 
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作成の際に特にお気をつけいただきたい点 

① 【報告日】

区役所へ御提出いただく日付を御記入下さい。

なお、検査済証（建築確認申請を行っている整備工事

のみ）や最終の請求書を受領されてから、御記入・御提 

出下さい。 

② 【完了年月日】

併せて提出いただく請求書のうち、最終の請求書の日

付を御記入下さい。 

但し、検査済証を併せて提出いただく場合で、検査済 

証の取得日が最終の請求書の日付よりも遅い場合は、検 

査済証の取得日を御記入下さい。 

※通常、工事作業完了日と最終の請求書及び検査済証

の日付は、以下のようになります。

完了年月日の記入について御不明な場合は、区役所

へ御相談下さい。

（例）工事作業完了日と各種書類の日付の関係

工事作業完了日 ＜ 検査済証取得日 ≦ 最終請求書日付 
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第８号様式（第20条） 

 

 

補 助 金 請 求 書 

 

平成△△年○○月○○日 

 

    横浜市 中 区長  

                                    団 体 名 横浜市町内会 

                                    代表者氏名 会長 横浜 市民   印 

                                    代表者住所 横浜市中区港町２－６ 

                                          電話 ６７１－２３１７ 

 

横浜市自治会・町内会館整備費補助要綱に基づく、会館整備に対する補助金として、

次のとおり請求します。 

 

                       ￥   ９，７２０，０００   

 

下記口座に振り込みください。 

 

                                   団 体 名  横浜市町内会 

                                   代表者氏名 会長 横浜 市民    印 

                                    代表者住所 横浜市中区港町２－６  

    
 

 

振 込 先 ○○銀行 ○○支店 

 

口座名義人 横浜市
ヨコハマシ

町 内 会
チョウナイカイ

 会 長
カイチョウ

 横浜
ヨコハマ

 市民
シ ミ ン

 

預 金 種 目 普 通  ･  当 座 

口 座 番 号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

横
浜 

横
浜 

★補助金交付額決定 

通知(第７号様式) 

に記載されている 

交付金額を記載 

します。 

★代表者の押印が２か所必要と 

 なりますので、御留意下さい。 

(同一印鑑での押印が必要です) 

 

★原則として、振込口座は補助 

申請及び整備完了報告時に 

併せて提出いただいている 

会館建設会計口座通帳（写） 

の口座情報を御記入下さい。 

★補助金交付額決定通知(第７号様式)

の写しと併せて提出をお願いします。 

＜ 記 入 例 ＞ 
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作成の際に特にお気をつけいただきたい点 

① 【団体名・代表者名・代表者氏名】及び【押印】

いずれも、２か所御記入・押印いただく箇所がありま

すので、御留意ください。 

また、押印いただく代表者印は、必ず同一の印鑑で 

押印下さい。 

② 【請求金額】

区役所から送付される、補助金交付額決定通知（第７

号様式）の「交付金額」欄に記載されている金額を御記 

入下さい。 

 なお、請求金額は訂正できません。書き損じや金額が 

誤っていた場合は再提出いただくことになりますので、 

御留意下さい。 

③ 【振込先】

補助申請及び整備完了報告時に併せて提出いただい

ている、会館建設会計口座通帳（写）の口座情報を御記 

入下さい。
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第９号様式（第22条） 

 

         工  事  等  収  支  決  算  書  

 

                                               平成△△年○○月○○日 

  

 横浜市 中 区長  

 

 

                 団体名   横浜市町内会 

                                  代表者氏名 会長 横浜 市民 

                 代表者住所 横浜市中区港町２－６ 

                    電話 ６７１－２３１７ 

 

 横浜市自治会・町内会館整備費補助要綱に基づき、交付を受けました会館の 

整備（購入）に対する補助金について、次のとおり収支決算しましたので報告し

ます。 

 

      収 入       支 出  

 費    目   金    額   費    目   金    額 

 積立金 8,500,000   工事代金 24,000,000 

 寄付金 200,000  (契約時着手金) (6,000,000) 

 分担金 500,000  (中間支払金) (6,000,000) 

 横浜市補助金 9,720,000  (完了時精算) (12,000,000) 

 ○○銀行借入金 5,000,000    

 一般会計繰入金 80,000    

    

計 24,000,000  計 24,000,000 

〔注意１〕 整備（購入）費については、①領収書の写し②会館建設口座通帳の

写し③火災保険証書等の写し を添付してください。 

〔注意２〕 建物の区分購入の場合は、建物の登記簿謄本を提出して下さい。 

 

＜ 記 入 例 ＞ 
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作成の際に特にお気をつけいただきたい点 

★ 工事等収支決算書は、補助金の口座入金日から２週間

以内に区役所へ提出いただく必要があります。

また、整備工事代金等の支払状況などを確認するため、 

「領収書（写）」 

「会館建設特別会計口座通帳（写・記帳部分含む）」 

「火災保険加入証書（写）」 

についても併せて提出いただきますので、補助金受領 

後、各種お支払手続等を速やかに行っていただきますよ 

うお願いします。 

① 【報告日】

区役所への報告日を御記入下さい。

※通帳に記載されている補助金入金日から２週間

以内の日付であることを確認します。

② 【収入】及び【支出】

補助申請された整備費（補助申請書の「整備費」欄に

記載いただいた整備工事見積額。工事内容や請求金額に 

変更が生じている場合は、整備完了報告時に報告いただ 

いた請求金額の合計）の支払内容について、資金の内訳 

や、支出内訳を記載します。 

※収入及び支出の合計金額が、補助申請された整備費

と相違がないことを確認します。

また、その内訳について、領収書や通帳記帳内容と

相違がないことを確認します。

★工事等収支決算書の提出後、自治会町内会の総会（直近の定例総会時で構い

ません）にて会館整備工事に対する決算報告を行っていただき、その総会

資料・議事録を区役所へ御提出いただく必要がありますので、御留意下さい。 
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【巻末資料】

会館整備費補助手続きフロー図

標準
処理
期間

申請者
（自治会町内会）

区役所
（地域振興課）

会館整備に向けた団体内部の準備
（建設計画、資金計画等）
①会館建設の方針決定

②会館建設計画案の決定

翌年度の整備計画の事前申出 受理・審査

補助予定団体決定連絡の確認 補助予定団体決定の連絡

団体としての機関決定
①会館建設計画の最終決定

ほかに、
工事・設計請負業者候補（市内事業者）

の検討、建築確認申請の準備、
入札又は見積合わせ、
補助申請の準備　　など

建築確認申請 建築確認申請受理・審査

確認済証受領 確認済証交付

会館補助申請書提出 補助申請書の受理・審査

補助申請書・添付書類の確認

補助金交付予算配付依頼

適正 不適正

申請者に指導

審査結果通知受理

予算配付

補助決定決裁

補助決定通知受領（※） 補助決定通知書交付

審査委員会開催

※審査内容により、補助予定金額が少
なくなったり、工事内容を確認・指導する
場合等がありますので、補助決定通知
を受領されるまで、工事契約は締結しな
いようにしてください

※横浜市との協定に基づく会館融資制
度を利用される場合は、補助決定通知
受領後に、融資を実施している金融機
関で融資の手続を行ってください

市民局地域活動推進課
（審査委員会）

事

前

準

備

整備計画審査

予算調整
補助予定団体の決定（3月）

【検査確認機関】
（民間の指定確認検査機関
及び建築局建築安全課）

0.5
か
月

会

館

整

備

補

助

申

請

手

続

き

①会則及び役員名簿
②総会議事録
③工事設計書（図面一式を含む）

◎図面はＡ３判で提出
④見積書及び見積内訳書（要綱に定め
る業者数以上）並びに市内事業者であ
ることを証する書類
（購入時は契約前の契約書の写）
⑤利用計画書及び利用規約
⑥工事場所位置図（案内図）
⑦資金計画書
⑧公図（修繕の場合不要）
⑨土地使用承諾書（　　〃　　）
⑩確認済証の写

建築確認申請書類一式
⑪写真数葉
⑫建設会計口座写
⑬その他区長が必要と認める書類

※業者選定方法や経過など一連の業
者選定の手続については、てん末書を
添付するか、議事録に記載するなど明
示すること

建設費内容審査
（書類審査…約10日間）

【審査に必要な書類】
①確認済証の写及び建築確認申請書
類一式
②補助申請書（様式の写）
③工事設計書
（内容は審査依頼書参照）
④見積書及び見積内訳書
⑤写真数葉
⑥その他審査委員長が必要と認める
書類

配付依頼の添付資料は
右【審査に必要な書類】一式

※新築（全て）及び補助予定
額が200万円を超える場合は

審査依頼書を併せて送付

審査依頼書・必要書類の受領

審査結果通知交付

補助金交付予算配付決裁

1.2
か
月

新築（すべて）及び補助予定額が
200万円を超える場合に適用

補助予定額が

200万円まで

の場合

（修繕等）

新築（すべて）

及び補助予定額
が200万円を
超える場合

【竣工希望日の前年度７月頃】
会館整備予定団体の事前申請募集

例：H30年度竣工希望の団体について、H29年7月頃までに募集を実施

※建築確認及び建築基準法令やその他の法令に関する手続が必要かどうか

については、あらかじめ確認をしていただきますよう、お願いします。

【建築に関する一般的なご相談】 建築局建築情報課
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【巻末資料】
標準
処理
期間

申請者
（自治会町内会）

区役所
（地域振興課）

工事請負（売買）契約締結 工事請負契約書写受理

工事請負（売買）契約書写等提出
（※建設業許可通知書写添付）

建設業許可通知書写受理

工事（整備）着手

整備着手届 整備着手届受理（着工確認）

団体としての機関決定

・工事内容変更の決定
（役員会等の開催、会員への周知）など

【工事変更契約締結前】

補助変更申請書提出
補助変更申請書の

受理・審査

審査結果通知受理

補助予定額変更の決裁

補助予定額変更の変更通知受理 補助予定額変更の変更通知

工事変更契約締結

工事変更契約書写提出 工事変更契約書写受理

変更工事着手

中間検査

中間検査合格証交付

工事竣工

市民局地域活動推進課
（審査委員会）

【検査確認機関】
（民間の指定確認検査機関
及び建築局建築安全課）

工
事
期
間

0.5
～
１
か
月

工事変更設計書、
見積書・内訳書の審査

①工事変更設計書
②見積書及び見積内訳書
③資金計画書
④その他区長が必要と認める書類

審査の結果通知

【 重 要 】
補助決定後に、「工事内容の変更」「工事請負契約金額の変更」が

生じる場合は、必ず事前に区役所地域振興課へ御相談下さい。

★ 工事内容などに変更を生じる場合 ★
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【巻末資料】
標準
処理
期間

申請者
（自治会町内会）

区役所
（地域振興課）

完了検査（建築基準法上）申請 完了検査申請受理

完了検査

★審査委員会による完了検査の予約

検査済証受理 検査済証交付

【地域振興課】

整備完了報告書提出 整備完了報告書の受領

審査

適正 不適正

申請者に指導

完了検査結果通知受理

補助金交付額決定通知決裁

補助金交付額決定通知書受領 補助金交付額決定通知交付

補助金請求書提出 補助金請求書受理

補助金受領 補助金支出・指定口座へ振込

補助金受領

工事等収支決算書提出
工事等収支決算書受理
決裁（精算手続の完了）

①領収書写
②保険証書写
③建設会計口座写

決算・会計監査報告
（直近の総会）

総会決算報告書類提出 決算報告書類受理・確認

会館建設会計監査報告 会館建設会計監査報告

供覧（補助事業全体の完了）

0.5
か
月

1.2
か
月

完了検査依頼書の受理

①請求書及び請求内訳書
②竣工図面一式（設備図を含む）

◎図面はＡ３判で提出
③請負（売買）契約書写
④建設会計口座写
⑤検査済証の写
⑥写真数葉

（うち１枚は会館名称板つき）
⑦その他区長が必要と認める書類

整備完了の確認

※新築（全て）及び補助予定
額が200万円を超える場合は

完了検査依頼書の送付

整備完了検査（現地確認）

完了検査結果通知交付

２
週
間
以
内

【検査確認機関】
（民間の指定確認検査機関
及び建築局建築安全課）

市民局地域活動推進課
（審査委員会）

会

館

整

備

補

助

金

交

付

額

決

定

審

査

新築（すべて）及び補助予定額が
200万円を超える場合に適用

補助予定額が200万円までの

場合に適用（修繕等）

工事完了確認書の作成
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区役所地域振興課 連絡先一覧 

区役所 電話番号 区役所 電話番号

鶴見区地域振興課 ５１０－１６８７ 金沢区地域振興課 ７８８－７８０１

神奈川区地域振興課 ４１１－７０８６ 港北区地域振興課 ５４０－２２３４

西区地域振興課 ３２０－８３８６ 緑区地域振興課 ９３０－２２３２

中区地域振興課 ２２４－８１３１ 青葉区地域振興課 ９７８－２２９１

南区地域振興課 ３４１－１２３５ 都筑区地域振興課 ９４８－２２３１

港南区地域振興課 ８４７－８３９１ 戸塚区地域振興課 ８６６－８４１３

保土ケ谷区地域振興課 ３３４－６３０２ 栄区地域振興課 ８９４－８３９１

旭区地域振興課 ９５４－６０９１ 泉区地域振興課 ８００－２３９２

磯子区地域振興課 ７５０－２３９１ 瀬谷区地域振興課 ３６７－５６９１

横浜市 市民局 地域活動推進課 Tel ６７１－２３１７・２３１８  




